
平成２０年度東大和市木造住宅耐震改修費助成金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、災害に強いまちづくりを推進するため、市内に存する木造住宅について平成 20

年度中に耐震改修を実施する所有者に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものと

し、その交付に関しては、東大和市補助金等交付規則(昭和４２年規則第６号)及びこの要綱

の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 耐震診断 平成２０年度東大和市木造住宅耐震診断費助成金交付要綱（平成２０年５月 

１日制定。以下「耐震診断助成要綱」という。）に基づき行われた耐震診断をいう。 

(2) 耐震改修 前号の耐震診断の結果により、地震に対する安全性の向上を目的として行う

住宅の増築、改築、修繕又は模様替えであって、建築工事業の許可を受けた者が行うもの

をいう。 

(3) 工事監理 耐震診断助成要綱第２条第２号に定める診断機関によ り、耐震改修工事の

内容を補強設計図書と照合し、補強設計図書のとおり実施され、建築基準法（昭和２５年

法律第２０１号）に定める基準に適合していることを確認することをいう。 

 

（助成対象住宅） 

第３条 助成金の交付の対象となる住宅（以下「助成対象住宅」という。）は、次の各号のいずれ 

にも該当するものとする。 

(1) 耐震診断の結果、耐震改修が必要と認められたものであること。 

(2) 耐震改修の内容が、耐震診断の結果に即しているものであること。 

(3) 耐震改修が建築基準法及び建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２

３号）の規定に違反していないこと。 

 

（助成対象者） 

第４条 助成金の交付の対象となる者（以下「助成対象者」という。）は、次の各号のいずれにも

該当するものとする。 

(1) 助成対象住宅を所有する個人とする。ただし、共有の建築物にあっては、共有者の全員

によって合意された代表者とする。 

(2) 市税を滞納していないこと。 

 

（助成金額） 

第５条 助成金の額は、耐震改修に要した費用（消費税に係る部分を除く。）の３分の１に相当す

る額（千円未満の端数は切り捨てる。）とし、その額が３０万円を超える場合は３０万円を

限度とする。 

２ 助成は、同一の助成対象住宅に対して１回限りとする。 

 

（交付申請） 

第６条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、改修工事に着手する前

に、東大和市木造住宅耐震改修費助成金交付申請書（第１号様式）に次に掲げる書類を添え

て、市長に申請しなければならない。 

(1) 耐震改修に係る費用の見積明細書の写し 

(2) 耐震改修工事の契約書の写し 

(3) 施工業者の建設業許可証の写し 

(4) 工事監理を行う者が、耐震診断助成要綱第２条第２号に該当することを確認できる書類

の写し 

(5) 当該耐震改修工事の設計図書 



(6) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条の規定による確認申請が必要な場合は､

確認済証の写し 

(7) 耐震診断助成要綱第１０条に定める東大和市木造住宅耐震診断費助成金交付額確定通知

書の写し 

(8) その他市長が必要と認める書類 

 

（交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認める

ときは、東大和市木造住宅耐震改修費助成金交付決定通知書（第２号様式）により申請者に

通知するものとする。 

２ 市長は、助成金を交付しないことと決定したときは、東大和市木造住宅耐震改修費助成金

不交付決定通知書（第３号様式）により申請者に通知するものとする。 

 

（申請内容の変更等） 

第８条 前条第１項の規定により助成金の交付決定を受けた者（以下「助成決定者」という。）は、

助成金の交付の申請内容を変更しようとするときは、東大和市木造住宅耐震改修費助成金交

付変更申請書（第４号様式）に第６条第 1号から第６号に掲げる書類のうち、変更内容に係

る書類を添えて市長に申請し、承認を受けなければならない。 

２ 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、承認すると

きは東大和市木造住宅耐震改修費助成金交付変更承認通知書（第５号様式）により、承認し

ないときは東大和市木造住宅耐震改修費助成金交付変更不承認通知書（第６号様式）により

当該申請者に通知するものとする。 

３ 助成決定者は、耐震改修を中止するときは、東大和市木造住宅耐震改修中止届出書（第７

号様式）を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、第１項の申請書の提出があったときは、変更の内容を審査し必要に応じて補助金

の額を変更するものとする。また、前項の規定による届出があったときは、当該助成金の交

付決定はされなかったものとみなすものとする。 

 

（工事監理） 

第９条  助成決定者は、耐震改修工事を行なうときは、必ず第２条第３号に定める工事監理を受け

なければならない。 

 

（完了報告） 

第１０条 助成決定者は、耐震改修が完了したときは、東大和市木造住宅耐震改修完了報告書（第

８号様式）に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。 

(1) 領収書の写し 

(2) 改修費用明細書の写し 

(3) 診断機関による工事監理報告書 

(4) 改修前、改修中及び改修後の写真 

(5) 建築確認を要した改修工事については、検査済証の写し 

(6) その他市長が必要と認める書類 

 

（助成金の額の確定） 

第１１条 市長は、前条の規定による報告書の提出があった場合において、書類の審査及び現地調

査を行い、当該耐震改修が助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認め

るときは、交付すべき助成金の額を確定し、東大和市木造住宅耐震改修費助成金交付額確定

通知書（第９号様式）により助成決定者に通知するものとする。 

 

（交付請求等） 

第１２条 助成決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、東大和市木造住宅耐震改修費助

  



成金交付請求書（第１０号様式）を市長に提出するものとする。 

２ 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、助成金を交付する。 

 

（交付決定の取消し又は返還） 

第１３条 市長は、助成決定者が次の各号の一に該当するときは、交付が決定されている助成金の

全部若しくは一部の取消し又は既に交付された助成金の全部若しくは一部の返還を、東大和

市木造住宅耐震改修費助成金交付決定取消通知書（様式第１１号）により、命ずることがで

きる。 

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき 

(2) 助成金を助成目的以外の用途に使用したとき 

(3) この要綱の規定又はこれに付した条件に違反したとき 

２ 助成決定者は、前項の規定により助成金の返還を命ぜられたときは、前項の通知書に記載

のある期限内に当該助成金を市長に返還しなければならない。 

 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附則 

 この要綱は、平成２０年５月１日から施行する。 



第１号様式(第６条関係) 

 

 

東大和市木造住宅耐震改修費助成金交付申請書 

 

平成  年  月  日 

 

東大和市長 殿 

 

 

                      申請者 住所 

                          氏名             ㊞ 

                          電話 

 

 

平成 20 年度東大和市木造住宅耐震改修費助成金交付要綱の規定に基づき、木造住宅耐

震改修費助成金の交付を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

交 付 申 請 額 円（耐震改修費用       円） 

住宅の所在地 東大和市 
所 有

形 態 

１ 単独所有 

２ 共有 

耐震診断実施日 
   年  月  日 

（第     号） 

診 断

結 果 

１ 倒壊する可能性が高い 

２ 倒壊する可能性がある 

建築物の用途  １ 専用 ２ 併用  構 造 
 

 

建築物の規模 地上   階 
建築面積 

       ㎡ 

延べ床面積     ㎡ 

(内住宅部分    ㎡) 

施工（予定）業者 

所在地 

名 称 

電 話 

改修内容・全体概要  

耐震改修期間 年  月  日から    年  月  日まで 

添 付 書 類 

(1) 耐震改修に係る費用の見積明細書の写し 

(2) 耐震改修工事の契約書の写し 

(3) 施工業者の建設業許可証の写し 

(4) 工事監理を行う者が、耐震診断助成要綱第２条第２号に該当す

ることを確認できる書類の写し 

(5) 当該耐震改修工事の設計図書 

(6) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第６条の規定による

確認申請が必要な場合は､確認済証の写し 

(7) 耐震診断助成要綱第１０条に定める東大和市木造住宅耐震診断

費助成金交付額確定通知書の写し 



第２号様式(第７条関係) 

 

 

 

東大和市木造住宅耐震改修費助成金交付決定通知書 

 

 

第     号 

平成  年  月  日 

 

                様 

 

 

東大和市長 尾 又 正 則  印 

 

 

年  月  日付で申請のあった木造住宅耐震改修費助成金の交付について、

次のとおり決定したので通知します｡ 

 

交 付 決 定 金 額        円 

助成対象住宅 

所 在 地 
東大和市 

交 付 条 件 

 

東大和市木造住宅耐震改修費助成金交付要綱の規定を遵守するこ

と。 

 



第３号様式(第７条関係) 

 

 

 

東大和市木造住宅耐震改修費助成金不交付決定通知書 

 

 

第     号 

平成  年  月  日 

 

                様 

 

 

東大和市長 尾 又 正 則  印 

 

 

年  月  日付で申請のあった木造住宅耐震改修費助成金の交付について、

次の理由により交付しないことと決定したので通知します｡ 

 

 

  １ 申請の住宅所在地 

 

      東大和市 

 

２ 不交付決定理由 



第４号様式(第８条関係) 

 

 

 

東大和市木造住宅耐震改修費助成金交付変更申請書 

 

平成  年  月  日 

 

東大和市長 殿 

 

 

                      申請者 住所 

                          氏名            ㊞ 

                          電話 

 

 

年  月  日付   第   号で交付決定を受けた東大和市木造住宅耐震

改修費助成金の申請内容を次のとおり変更したいので申請します。 

 

 

 

 

 

助成対象住宅 

所 在 地 
東大和市 

変 更 内 容 

変   更   前 変   更   後 

  

変 更 理 由 

 

添 付 書 類 

 



第５号様式(第８条関係) 

 

 

 

東大和市木造住宅耐震改修費助成金交付変更承認通知書 

 

 

第     号 

平成  年  月  日 

 

                 様 

 

 

東大和市長 尾 又 正 則  印 

 

 

 

年  月  日付で申請のあった東大和市木造住宅耐震改修費助成金の変更

申請について次のとおり承認します。また、   年  月  日付    第   号

で交付決定した木造住宅耐震改修費助成金の額を       円に改めます。 

 

助成対象住宅 

所 在 地 
東大和市 

承 認 内 容 

変   更   前 変   更   後 

  



第６号様式(第８条関係) 

 

 

 

東大和市木造住宅耐震改修費助成金交付変更不承認通知書 

 

第     号 

平成  年  月  日 

 

                 様 

 

 

東大和市長 尾 又 正 則  印 

 

 

年  月  日付で申請のあった木造住宅耐震改修費助成金の変更申請につい

て、次の理由により不承認としたので通知します｡ 

 

   １ 助成対象住宅所在地 

 

       東大和市 

 

２ 不承認理由 

 



第７号様式(第８条関係) 

 

 

 

東大和市木造住宅耐震改修中止届出書 

 

平成  年  月  日 

 

東大和市長 殿 

 

 

                      申請者 住所 

                          氏名             ㊞ 

                          電話 

 

 

年  月  日付   第   号で交付決定を受けた耐震改修を次の理由に

より中止するので届け出ます。 

 

  １ 助成対象住宅所在地 

 

      東大和市 

 

２ 中止の理由 

 

－一

一 

 



第８号様式(第１０条関係) 

 

 

 

東大和市木造住宅耐震改修完了報告書 

 

平成  年  月  日 

 

東大和市長 殿 

 

 

                      申請者 住所 

                          氏名             ㊞ 

                          電話 

 

 

年  月  日付   第   号で交付決定を受けた東大和市木造住宅耐震

改修助成金に係る耐震改修工事が完了したので、平成 20 年度東大和市木造住宅耐震改修費

助成金交付要綱第 9 条の規定により次のとおり報告します。 

助 成 対 象 住 宅 

所 在 地 
東大和市 

耐震改修工事費用                  円（消費税額を除く。） 

交 付 決 定 金 額                  円 

耐 震 改 修 期 間 平成   年  月  日 から 平成   年  月  日 まで 

耐 震 改 修 内 容  

耐震改修工事施工者 

氏 名  

住 所  

電 話  

添 付 書 類 

(1) 領収書の写し 

(2) 改修費用明細書の写し 

(3) 診断機関による工事監理報告書 

(4) 改修前、改修中及び改修後の写真 

(5) 建築確認を要した改修工事については、検査済証の写し 

 



第９号様式(第１１条関係) 

 

 

 

東大和市木造住宅耐震改修費助成金交付額確定通知書 

 

 

第     号 

平成  年  月  日 

 

                 様 

 

 

東大和市長 尾 又 正 則  印 

 

 

年  月  日付で提出された東大和市木造住宅耐震改修完了報告書に基づ

き内容を審査した結果、適合すると認められるので、次のとおり助成金の額を確定した

ので通知します｡ 

 

助 成 対 象 住 宅 

所 在 地 
東大和市 

助 成 金 額       円 

 

    

 
一一

- 

 



第１０号様式(第１２条関係) 

 

 

 

東大和市木造住宅耐震改修費助成金交付請求書 

 

平成  年  月  日 

 

東大和市長 殿 

 

 

                      申請者 住所 

                          氏名            ㊞ 

                          電話 

 

 

年  月  日付   第   号で通知のあった交付額確定通知書に基づき、

助成金の交付を次のとおり請求します。 

 

助 成 対 象 住 宅 

所 在 地 
東大和市 

交 付 請 求 額        円 

振
込
先 

金融機関名 
銀行・信用金庫 

農協・労働金庫 

店 名 等 本店･支店・出張所 

口 座 種 別 普通･当座 口 座 番 号 
 

フ リ ガ ナ 

口座名義人 

 



第１１号様式(第１３条関係) 

 

 

 

東大和市木造住宅耐震改修費助成金交付決定取消通知書 

 

 

第     号 

平成  年  月  日 

 

                様 

 

 

東大和市長 尾 又 正 則  印 

 

 

平成 20 年度東大和市木造住宅耐震改修費助成金交付要綱第１３条第１項の規定に基

づき、次のとおり取り消し、助成金の返還を命じます。 

 

助 成 対 象 住 宅 

所 在 地 
東大和市 

取 消 し の 範 囲  

取 消 し の 理 由  

返 還 額       円 

返 還 期 限 平成    年   月   日 

 

 


